
 

 

令和４年度“農観連携”ワインツーリズム広報・集客支援業務 

委託仕様書（案） 

 

 

この仕様書は、長野県長野地域振興局（以下「委託者」という。）が行う令和４年度“農観連携”

ワインツーリズム推進事業の広報・集客支援業務（以下「本業務」という。）を委託するに当たり、

その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務名 

令和４年度“農観連携”ワインツーリズム広報・集客支援業務 

 

２ 業務の目的 

  委託者は、本年度、ワインツーリズムの一環として、長野地域のワインを、産地の背景やつく

り手の思い等、より深く理解して・味わってもらうために、「ワイン用ぶどうの収穫※１」を核とし

た観光コンテンツ※２の造成に、市町村・観光協会・ワイナリー・農家等の関係者とともに取り組

んでいる。 

  「ワイン用ぶどうの収穫」のほか、宿泊と観光を通じ、その土地の住民や文化等を含めてワイ

ナリーや地域の「ファン（顧客・応援者）づくり」、「また来て」もらうことに繋げるため、本業

務は、「ワイン用ぶどうの収穫」の楽しさや意義を、食やワインに関心を持つ首都圏等の消費者に

発信し、本年度及び次年度以降の参加に向けて、コンテンツの認知度及び関心の向上を図ること

を目的とする。 

  ※１ 本業務における「ワイン用ぶどうの収穫」とは、ぶどう農家にとって十分な手伝いとな

る（３～４時間）一方で、対価を得ることを目的とするものではない。 

  ※２ 想定する観光コンテンツ（例） 

    【概 要】１泊２日の個人旅行 

    【行 程】１日目：現地（畑）集合（原則各自） 

収穫作業（昼食をはさんで３～４時間） 

宿泊施設（泊） 

         ２日目：周辺観光（各自） 

    【場 所】長野地域のワイナリー又はワイン用ぶどう栽培農家の畑がある地域 

    【人 数】５～10 名程度／回 

    【回 数】２回程度／畑 

 

３ 関係法令 

   本業務の実施に関しては、本仕様書によるほか、下記の関係法令等を遵守して行うこと。 

（１）長野県財務規則及び諸規則 

（２）委託契約書 

（３）その他関連法令及び通達 

 

４ 委託契約期間 

契約締結の日から令和４年 12 月 28 日まで 

 

５ ターゲット 

  本業務に係るターゲットは、主に首都圏在住者で、次に掲げる層を想定する。 

・自らがワイン用ぶどうの収穫を手伝うことを通じて、「ワインの生産に携わる」ことに意義（価

値）を見出す層 

・ワインや食に関心がある層 

  ・地方移住や農業体験に関心がある層 

  ・旅行において体験や地域住民との触れ合いを重視する層 



 

   

６ 委託業務の内容 

（１）メディア向けツアーの開催 

  ア 概要 

本業務のターゲットへの訴求が効果的と思われるメディアの関係者（雑誌、WEB 及びテレビ

等。SNS 等におけるインフルエンサーを含む。）を招請し、ワイン用ぶどうの収穫等に関する

ツアーを実施する。 

  イ 実施時期 

    令和４年 10 月（中旬想定で、曜日は不問。平日実施可。） 

  ウ 実施場所 

    長野県上高井郡高山村 

※収穫作業は高山村で実施するものとするが、観光は高山村以外でも可とする。 

  エ 招請媒体数 

    予算の範囲内 

  オ １媒体の招請人数 

    不問（想定は２～３名で、記者＋カメラマン等） 

  カ ツアー概要（案） 

    １日目 長野駅着（集合）～高山村（収穫体験＋ワイナリー見学） 

    ２日目 周辺観光～長野駅（解散） 

※移動は借上車両（バス、タクシー等）を想定しており、過去の類似ツアーを参照可。 

詳細は説明会において説明する。 

     訪問場所については、地元関係者の協力を得ながら委託者と協議の上調整を進める。 

  キ 想定される支出経費（例） 

  （ア）往復交通費（必要に応じ、招請者居住地等から長野駅まで） 

（イ）車両借上料（バス・タクシー等。長野駅から現地往復及び現地での移動用） 

（ウ）宿泊料 

  （エ）飲食費（１日目の昼食・夕食、２日目の朝食・昼食、その他軽食等） 

  （オ）会場使用料 

  （カ）関係者（ツアー参加者を除く）への謝金等 

  （キ）旅行事業者への委託費（必要な場合） 

  （ク）招請者による記事化（WEB 掲載）に対する経費（本年度分に限る） 

  ク その他 

    招請者には、記事化（番組化含む）を条件としない。ただし、ツアー実施後にアンケート

を実施し、本ツアー体験に基づく今後（翌年度含む）の記事化の意向（有償・無償等の条件

を含む）について把握すること。 

なお、ツアー直後の掲載（WEB や SNS）を予定する場合は、掲載に対する対価を含むことを

可とする。 

※アンケートの内容や提出期限は、委託者と受託者が協議の上、決定する。 

   

（２）一般者向け収穫体験の記事制作 

  ア 概要 

    長野市信州新町で一般者を対象とするワイン用ぶどうの収穫等※に WEB メディアによる取

材を企画・実施し、その記事を制作の上、WEB メディアに掲載する。 

    ※一般者を対象とするワイン用ぶどうの収穫等の企画は、本業務の範囲外 

  イ 実施時期 

    令和４年９月下旬から 10 月上旬 

  ウ 実施場所 

    長野県長野市信州新町 

  エ 招請媒体数（WEB メディア） 

    １媒体 



 

    ※招請候補媒体については、説明会において説明する。 

  オ 招請人数 

    ２名（記者＋カメラマン） 

  カ WEB メディアへの掲載について 

    WEB メディアは、写真、動画及び文章を用いて、収穫作業や地域の魅力等を記事にし、最低

２年間は継続して掲載するとともに、SNS 等を活用して拡散を図ること。また、掲載後、初動

２週間程度の閲覧数、ユーザー数、性別、年代、居住地等のレポートを提出すること。（性別、

年代、居住地等は可能な範囲とし、類推を可とする。） 

  キ 想定される支出経費（例） 

  （ア）往復交通費（必要に応じ、招請者居住地等から現地まで） 

（イ）宿泊料 

（ウ）飲食費（１日目の昼食・夕食、２日目の朝食・昼食、その他軽食等） 

  （エ）体験費（ワイン用ぶどうの収穫に加えて、記事にするために必要な体験に係る費用） 

  （オ）招請者による記事化（WEB 掲載）に対する経費（本年度分に限る） 

 

（３）WEB 広告の出稿 

  ア 概要 

    委託者は、「ワイン用ぶどうの収穫」の意義や楽しさ、観光コンテンツとしての魅力を本業

務のターゲット層に訴求し、来訪に誘うため、長野地域で行われる「ワイン用ぶどうの収穫」

等に関する情報を集積する「まとめサイト」（以下「サイト」という。）を制作※する。 

また、本業務のターゲット層がワイン用ぶどうの収穫作業をイメージでき、参加の後押し

となる動画（短尺版含む）を制作※し、サイトに掲載する。 

受託者は、本業務のターゲットにサイトを認知してもらうため、サイトに誘導するための

広告出稿を行う。 

    ※サイトの制作・更新及び動画の制作は、本業務の範囲外 

  イ 出稿形態（例） 

  （ア）テキスト 

  （イ）画像 

  （ウ）動画（委託者が制作する動画の短尺版を使用可） 

  ウ 出稿期間 

    概ね令和４年９月～10 月 

  エ 出稿数 

    予算の範囲内 

  オ 条件等 

  （ア）WEB 広告の効果（インプレッション数やクリック数、コンバージョン率等）を検証し、定

期的に委託者に報告の上、より効果的な方法へ改善すること。 

  （イ）次に掲げるサイトへ広告を掲載しないように配慮すること。 

・法令等に違反するもの又はその恐れがあるもの。 

・公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はその恐れがあるもの。 

・人権又はその他の権利を侵害するもの又はその恐れがあるもの。 

・政治性または宗教性のあるもの。 

・特定の主義主張を目的とするもの。 

・上記に掲げるもののほか、委託者が広告を掲載することが適当でないと認めるもの。 

※掲載サイトについては、委託者と受託者が協議の上、決定する。 

 

（４）紙媒体の制作（フライヤー等） 

  ア 概要 

    サイトを、本業務のターゲットに認知してもらうため、サイトに誘導するための紙媒体（フ

ライヤー等）を制作し、配布する。 

  イ 配布場所  



 

銀座 NAGANO 等 

ウ 形式 

不問（例：Ａ４チラシ、ポストカード） 

  エ 制作数 

最低 500 枚 

  オ 電子データの提供 

    制作した紙媒体の電子データをメール等により提出する。 

 

（５）その他 

   その他、予算の範囲内で、本業務の目的に資するための提案 

（追加提案がある場合に記載してください。） 

  

７ 委託者への報告 

（１）事業実施計画書 

    受託者は、当該業務の委託契約締結時に、事業実施計画書及び実施体制表を委託者に提出す

る。なお、事業実施計画書等に変更が生じた場合には、変更後の事業実施計画書等を添えて委

託者に協議する。 

（２）委託業務完了報告書 

      受託者は、委託業務が完了した場合には、業務完了報告書を委託者に書面により提出する。 

 

８ その他 

（１）本業務の実施に当たっては、実施内容の詳細について事前に委託者と協議すること。 

また、必要に応じて本業務に参加する市町村とも連携をとること。 

（２）受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合は、あらかじめ委託

者と協議の上、承認を得ること。 

（３）受託者は本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合には、委託者と協議す

ること。 

（４）委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。 

（５）受託者は、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、業務を実施すること。 

また、感染状況によっては、委託者と受託者が協議の上、招請者の変更や本業務の一部中止

について決定するものとする。 

なお、感染拡大により本業務の一部を実施できない場合は、それまでに要した費用や発生す

るキャンセル料等について、変更契約により精算する。 

（６）新型コロナウイルス感染症防止対策を講ずること。 


